
＜２０２３年度定期健康診断の受診について＞
「労働安全衛生法」では、原則１年以内毎に１回、法定健診を受けることが従業員に義務づけられています。
必ず下記の期間内に受診をお願いいたします。

予約期間：２０２３年３月１５日～２０２３年９月１５日まで
受診期間：２０２３年４月 ３日～２０２３年９月３０日まで

※詳細は２０２３年３月９日に配信された「人事部業務連絡」をご確認ください。

会社側／MCCマネジメント管理本部人事部人事労務専任部長 田久保繁
MCCマネジメント管理本部人事部人事課ウエルネス担当 主任 進藤浩章
MCCマネジメント管理本部人事部人事部ウエルネス担当 保健師 星野好美

産業医／医療法人社団麒麟会 若葉クリニック 理事長・院長 若月冬樹
医療法人社団麒麟会 理事 吉橋准子

マツキヨココカラ＆カンパニー健康保険組合／常務理事 大竹富治
組合側／中央執行書記長 倉持有介 中央執行副委員長 平野優矢

１．各種データについて(労災発生件数・休職者数・長時間労働)

・２０２3年２月の休職者数、時間外労働の状況、労災の発生状況を報告。

２．今後の安全衛生委員会の運営について

・安全衛生委員会の目的は「危険の防止」「健康障害の防止」「健康の保持増進」です。
・この委員会で協議した内容を、店舗とどう共有していくかが課題。
・「産業医面談の特徴・傾向について」と「労働組合から店舗従業員の状況について」それぞれ年２回を目安に、
委員会で発表・共有し、問題については協議をおこなう。

・労働組合が行なう店舗オルグの際に、安全衛生について店舗から情報収集や周知をおこなっていく。
・その他、詳細については、今後の委員会の中で随時協議し取り組んでいく。

２０２３年４月度安全衛生委員会 内容

安全衛生委員会

２０２３年４月２０日（木）新松戸本社5階会議室

安全衛生委員会は、労働安全衛生法において定
められており、労働者の意見を事業者の行う安全
衛生に関する措置に反映させるため、労使で毎月
第３木曜日に開催しています。
４月度より、新年度となります。安全衛生委員
会の今後の運営について、参加メンバーで協議を
しました。
健康経営（ヘルスリテラシー）に向けて、委員
会の協議内容を店舗・職場への共有をどのように
行っていくかなど、それぞれの立場・役割からの
意見が交わされました。

＜マツキヨココカラWAY＞３.私達一人一人が共有する喜びの心
■私達は、自分自身が健康で働けることに喜びを感じます。

４月度

労働組合HPへの
QRコード
パスワードは

mrousokマツモトキヨシ労働組合 組合員用です。

１７１６号
２０２３.４.２４日発行
発行人／砂川 佳信
編集人／倉持 有介
作成者／奈良バト 花絵
TEL／０４７―３４５－９１８０
FAX／０４７―３４５－９１８１
MAIL／mkunion＠cocoa.ocn.ne.jp



新年度４月より、ＭＣ＆Ｃ湯島本社・ＭＣＣＭ新お茶の水本社
の安全衛生委員会に組合も出席することになりました。
２０２３年４月１４日（金）ＭＣ＆Ｃ湯島本社５階セミナールーム

１７１６号２面

マツキヨココカラ＆カンパニー健康保険組合の
ＬＩＮＥ公式アカウントが開設されました‼

・健康保険組合からのお知らせ、お得情報、健康作りに役立つコンテンツが届くほか、手
続き方法も解るようになっています。是非、お友達登録をお願いいたします。

※詳細については３月３０日に配信された「【業務連絡】健康保険組合ＬＩＮＥ公式アカウント開設のご案内」をご確認下さい。

＜内容＞
・自己紹介 ・２０２２年度ストレスチェックフィードバック
・事務局からの状況報告 ・その他
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